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【働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について フレックスタイム制】

2月号は、2018年6月29日に国会にて成立した働き方改革関連法のうち、2019年4月から施行される改正労働基準法のフレックスタイム制につい
て説明させていただきます。
フレックスタイム制とは、 「清算期間」（現行、最長１か月）で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が始業及び終業の時刻を自由に選べる
制度です。結果的に、労働時間が長い日もあれば、短い日も生じます。このため、労働者は、あらかじめ定められている清算期間中の所定労働時
間（総労働時間）に達するよう、労働時間を調整して働くことになります。
今回は、厚生労働省より公開された改正フレックスタイム制のパンフレットを中心に見ていきます。

フレックスタイム制の清算期間の上限が３か月となります。

これまでのフレックスタイム制は、清算期間の上限が「１か
月」までとされていたため、労働者は１か月の中で生活に合
わせた労働時間の調整を行うことはできましたが、１か月を超
えた期間で調整をすることはできませんでした。今回の法改
正によって、清算期間の上限が「３か月」に延長され、月をま
たいだ労働時間の調整により、今まで以上に柔軟な働き方が
可能となります。

また、１か月以内の清算期間における実労働時間が、あら
かじめ定めた総労働時間を超過した場合には、超過した時間
について割増賃金を支払う必要がありました。一方で、実労
働時間が総労働時間に達しない場合には、欠勤扱いとなり

賃金が控除されるか、仕事を早く終わらせることができる場合
でも、欠勤扱いとならないようにするため総労働時間に達す
るまでは労働しなければならない、といった状況もありました。

しかしながら、清算期間を延長することによって、２か月、３か
月といった期間の総労働時間の範囲内で、労働者の都合に
応じた労働時間の調整が可能となります。

１．改正内容（フレックスタイム制の清算期間の延長）
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清算期間が１か月を超える場合には、 (ⅰ)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと（＝清算期間全体の労働時間
が、週平均40時間を超えないこと）に加え、 (ⅱ)１か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないことを満たさなければならず、いずれかを超
えた時間は時間外労働となります。このため、月によって繁閑差が大きい場合にも、繁忙月に過度に偏った労働時間とすることはできません。

２．導入に当たっての留意事項①：フレックスタイム制を導入した場合には、時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なります。

フレックスタイム制における時間外労働

フレックスタイム制を採用した場合に
時間外労働となるのは、まず清算期間
における法定労働時間の総枠を超えた
時間になります。

この法定労働時間の総枠は、清算期
間の暦日数が30日の場合は、次の通り
になります。

40時間×（30日÷７）＝171.4時間

一方で、１日、１週単位については、時
間外労働が発生することはありません。

しかし改正後は、単月において特定の
月に過重労働が生じかねないという懸
念が示されており、労働時間が清算期
間の各月で週平均50時間に収めるよう
に規定を設けています。
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３．導入に当たっての留意事項➁：清算期間が１か月を超える場合には、労使協定の届出が必要です。

【フレックスタイム制の労使協定の注意点】
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